各地区協会長あて平成14年5月13日付け
日倉（総）第0031号添付の別紙
(社)日本倉庫協会自主監査体制の整備について

(社)日本倉庫協会は、国土交通省の通達「自主監査体制の強化について」の廃止に伴い、営業倉庫における火災等の事故防止及び法令遵守の徹底の必要性の観点から、(社)日本倉庫協会独自の「自主監査体制」を以下のとおり整備する。

Ⅰ．目的

会員事業者の倉庫の施設及び営業に関する自主的な監査体制を整備することにより、火災防止等倉庫施設の管理、倉庫管理業務の適正な運営の確保及び労働災害の防止並びに法令の遵守に資することを目的とする。

Ⅱ．（社）日本倉庫協会の「自主監査体制」の整備等

（社）日本倉庫協会は、「自主監査体制」を整備するとともに、（社）日本倉庫協会、関係地区倉庫協会連合会及び地区倉庫協会並びに会員事業者は、会員事業者が火災防止等倉庫施設の管理、倉庫管理業務の適切な運営の確保及び労働災害の防止並びに法令の遵守等への対応を円滑に推進していくため、それぞれの立場において、その役割を推進していくことに努める。

Ⅲ．（社）日本倉庫協会

１．自主監査体制の整備、指導及び連絡を行う。

２．地区倉庫協会連合会（地区倉庫協会を含む。）の倉庫管理主任者講習の開催にあたって、講師の派遣等の支援を行う。

３．倉庫管理主任者講習受講修了者に対し、修了証を発行する。

４．倉庫の施設及び業務に関する自主監査の方法に関する要領（以下「自主監査要領」という。）で、標準となる要領（以下「標準自主監査要領」という。）を別途定める。

５．倉庫管理主任者講習受講者で、倉庫管理業務に10年以上従事し、事故の防止等に尽力した者を表彰することができる。

Ⅳ．関係地区倉庫協会連合会（一部の地区倉庫協会を含む。）

  １．「（社）日本倉庫協会倉庫管理主任者講習実施要領」（別紙）に基づき、倉庫管理主任者講習会を企画･立案し、年１回以上開催する。

  ２．予め、別途定める倉庫管理主任者講習修了証発行依頼書を（社）日本倉庫協会に提出し、講習修了証の発行を依頼する。

  ３．倉庫管理主任者講習会終了後、別途定める倉庫管理主任者講習会開催報告書を地方運輸局等及び（社）日本倉庫協会に提出する。 

　４．年間監査計画（監査の重点項目を含む。）を策定し、地方運輸局等に提出する。

Ⅴ．関係地区倉庫協会

   １．別途定める倉庫管理主任者講習受講者名簿の管理を行う。

   ２．年間監査計画（監査の重点項目を含む。）を会員事業者に周知する。

   ３．年１回会員事業者の自主監査結果の概要報告及び倉庫管理主任者名簿を別途定める自主監査結果総括表等に取りまとめ、地方運輸局等に提出する。

Ⅵ．会員事業者

   １．会員事業者は、倉庫の施設及び業務の事故防止に関し、自主監査等を行わせる者に対して、倉庫管理主任者講習の受講等その職務に必要な知識を習得する機会を極力与えるとともに、必要な知識の習得等適切な指導監督を行うよう努めるものとする。

   ２．会員事業者は、倉庫管理主任者の指揮監督の下に、倉庫管理主任者講習修了者に自主監査を行わせ、自主監査報告を作成させるよう努めるものとする。

   ３．会員事業者は、倉庫管理主任者の選任にあたっては、倉庫管理主任者講習修了者を選任するよう努めるものとする。また、既に、倉庫管理主任者講習未受講者を倉庫管理主任者に選任している場合は、できる限り速やかに同講習を受講させるよう努めるものとする。

   ４．会員事業者は、関係地区倉庫協会から周知された年間監査計画（監査の重点項目を含む。）に沿って監査を行う。     

   ５．会員事業者は、年１回別途定める自主監査結果の概要報告書及び倉庫管理主任者名簿の届出書を関係地区倉庫協会に提出するものとする。

   ６．会員事業者は、倉庫の施設及び業務に関する自主監査の方法に関する要領（以下「自主監査要領」という。）を定めるものとする。なお、自主監査要領は、別途定める標準自主監査要領に準じて定めることが望ましい。

Ⅶ．自主監査

    自主監査は、自主監査要領に基づき、当該事業所に関し次の事項について行うものとする。

       ①倉庫施設

       ②保管方法

       ③寄託引き受け等の手続き

       ④帳票･帳簿の整理

       ⑤発券業務等

       ⑥その他倉庫火災等の事故防止及び法令の遵守に関し必要な事項 

　　平成１４年５月
標準自主監査要領
この標準自主監査要領は、「（社）日本倉庫協会自主監査体制の整備について」に基づき定めたもので、倉庫事業者が、自主監査要領を設定するに当たっては、本標準自主監査要領を参考にして下さい。
（１）目的
　　　この要領は、自主監査を行う者の職務並びにその行う倉庫施設及び業務に関する自主監査の方法に関する要領を定めています。
（２）自主監査を行う者の職務　
１．自主監査を行う者は、次に掲げる事項に関し監査を行い、改善を要するものについては必要な指導を行って下さい。
①倉庫施設
②保管方法
③寄託引受け等の手続
④帳票・帳簿の整理
⑤発券業務等

⑥その他倉庫火災等の事故防止及び法令の遵守に関し必要な事項　

２．自主監査を行う者は、前項の監査結果を責任者に報告して下さい。
（３）自主監査の方法
　　　自主監査を行う者は、別紙の監査票により監査を行って下さい。
以上
様式　４ 
令和　　年度自主監査結果の概要等報告

令和　　年　　月　　日

九州運輸局○○運輸支局長　殿

所在地

協会名／連合会名

会長名

傘下会員の自主監査結果の概要等につき、報告をとりまとめましたので、別添のとおりご報告いたします。

様式　４－１

令和○○年度自主監査結果の概要報告総括表

令和　　年　　月　　日

倉庫協会

Ⅰ．自主監査対象営業所数等

　１．監査実施営業所数

　２．監査実施倉庫数

Ⅱ．自主監査結果の概要報告総括表

	項　目
	指摘件数
	措置済件数
	措置予定件数
	備　考

	Ⅰ．施設関係
	
	
	
	

	　１．地盤
	
	
	
	

	　２．外壁・間仕切壁等
	
	
	
	

	　３．屋根、床
	
	
	
	

	　４．消火設備
	
	
	
	

	　５．盗難防止設備
	
	
	
	

	　６．防そ設備
	
	
	
	

	　７．排水設備
	
	
	
	

	　８．塀、柵等
	
	
	
	

	　９．指定可燃物等の表示
	
	
	
	

	　10．避難・誘導灯
	
	
	
	

	　11．変更登録等
	
	
	
	

	　12．その他
	
	
	
	

	Ⅱ．業務関係
	
	
	
	

	　１．受託業務
	
	
	
	

	　２．入庫業務
	
	
	
	

	　３．保管業務
	
	
	
	

	　４．出庫業務
	
	
	
	

	　５．倉庫業法等の遵守状況
	
	
	
	

	　６．一般管理体制
	
	
	
	

	　７．その他
	
	
	
	

	Ⅲ．労働災害防止関係
	
	
	
	

	　１．荷役機械の整備等
	
	
	
	

	　２．安全帽の着装等
	
	
	
	

	　３．落下防止柵
	
	
	
	

	　４．防災用品備置
	
	
	
	

	　５．その他
	
	
	
	

	Ⅳ．トランクルーム関係
	
	
	
	

	Ⅴ．発券業務関係
	
	
	
	


様式　４－２

Ⅲ．自主監査結果概要報告提出会社及び倉庫管理主任者名簿

	会社名
	支店／

営業所名
	所在地
	倉庫管理

主任者名
	就任年月日

	
	
	
	
	


様式５

令和○○年度自主監査結果の概要報告書及び倉庫管理主任者名簿の届出書

令和　　年　　月　　日

　　　　倉庫協会　御中

所在地

会社名及び

支店（営業所）名

代表者職氏名
（担当者職氏名、電話番号）
 下記のとおり自主監査を行いましたので、その結果をご報告いたします。

（１）監査実施期間  令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

（２）監査実施営業所及び倉庫並びに監査内容等

	監査内容
	営業所名
	倉庫名
	指摘事項及び改善措置

	施 設
	
	
	

	業 務
	
	
	

	労働災害

防 止
	
	
	

	トランク

ルーム
	
	
	

	発 券
	
	
	


（３）当該営業所に所属する倉庫管理主任者の氏名等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 　　年 　　月 　　日現在

	当該営業所等に

所属する倉庫名

※
	当該倉庫にかかる選任された倉庫管理主任者
	当該倉庫の監査

担当者名

	
	氏名
	就任（選任）　　　年月日
	倉庫管理主任者　講習修了証番号
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注）　倉庫名（※）を記入し、当該倉庫にかかる倉庫管理主任者及び監査担当者を記入して下さい。

様式　４－２
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